
障がい福祉係までお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳
難病受給者証など対象疾患に該当することがわかる書類

身 知 精 難

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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・身体障がいの場合は、
　原則65歳未満の方

・病院等への長期の入
院による医療的ケア
に加え、常時の介護
を必要とする障がい
者（詳しくはお問い
合わせください）

・知的又は精神障
がいで行動関連
項目が１０点以
上の方

・重度の肢体不自
由の方
・知的又は精神障
がいで行動関連
項目が１０点以
上の方

・重度の肢体不自
由の方
・知的又は精神障
がいで行動関連
項目が１０点以
上の方

・単独では就労が困難
なため、就労に必要
な知識や技術の習
得等の支援が必要
な65歳未満の方等

重度障害者等
包 括 支 援

同 行 援 護

居 宅 介 護

行 動 援 護

短 期 入 所

生 活 介 護

療 養 介 護

介

護

給

付

障
が
い
福
祉
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ー
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日中一般就労や障がい福祉サービスを利用している方で、地域
移行に向けて居住の場を提供し、家事等の日常生活を向上させ
るための支援を行います
（標準利用期間２年）

・サービス等利用計画については、相談支援専門員が総合的な
援助方針や解決すべき課題をふまえ、最も適切なサービスの
組み合わせ等について検討し作成します。
・定期的に利用状況の検証及びサービス内容の見直し（モニタ
リング）を行います

訓

練

等

給

付

放 課 後 等
デイサービス 

保育所等
訪問支援

自 立 訓 練
（機能訓練）

自 立 訓 練
（生活訓練）

・就労移行支援を利
用したが、就労でき
なかった方など

・就労経験がある
が、年齢や体力
的に就労が難し
くなった方など

・地域生活を営む
ために、リハビリ
テーションの継
続が必要な方等

・地域生活を営むた
めに、生活能力の
維持、向上等の支
援が必要な方等

・地域生活を営むた
めに、生活能力の
維持、向上等の支
援が必要な方等

・障がい者施設、
精神科病院等を
退所して地域へ
移行する方

・小、中、高等学校
又は特別支援学
校に就学してい
る障がい児

・保育所等に通う
障がい児

・介護給付、訓練
等給付、地域相
談支援のいずれ
かを利用する方

・障がい児通所支
援を利用する方

・就労移行支援、就
労継続支援、自立
訓練、生活介護の
利用後に一般企業
等に就職し、就労
期間が６カ月を経
過した方

・居宅において単身又
は家族と同居であっ
ても緊急時の支援が
見込めない方

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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